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｢食
育
｣と
は
、さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
じ
て「
食
」に
関
す

る
知
識
と
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い「
食
」を
選
択
す
る
力
を
身
に
付

け
、健
全
な
食
生
活
を
実
践
で
き
る
力
を
育
む
こ
と
で
す
。

　
最
近
は
、栄
養
の
偏
り
や
不
規
則
な
食
事
な
ど
に
よ
る
生

活
習
慣
病
の
増
加
、若
い
女
性
を
中
心
に
み
ら
れ
る
過
度
の

ダ
イ
エ
ッ
ト
志
向
や
、高
齢
者
の
低
栄
養
傾
向
等
に
よ
る
健

康
面
で
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、外
国
か
ら

の
食
料
輸
入
等
に
よ
り
、食
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変

化
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
中
、食
育
を
通
じ
て
心
と
身
体
の
健
康
を
維
持

し
、生
き
生
き
と
暮
ら
す
た
め
に
、生
涯
に
わ
た
っ
て「
食
べ

る
力
」＝「
生
き
る
力
」を
育
む
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
「
食
育
」は
特
別
な
こ
と
で
な
く
、次
の
よ
う
な
取
り
組
み

で
も
実
践
で
き
ま
す
。皆
さ
ん
も
で
き
る
こ
と
か
ら
少
し
ず

つ
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

食
育
の
取
り
組
み

○�

朝
ご
は
ん
を
食
べ
て
1
日
の
活
動
効
率
を
あ
げ
ま
し
ょ
う

○�

栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
健
康
づ
く
り
に
つ
な
げ
ま
し
ょ

う
○�

み
ん
な
で
食
卓
を
囲
み「
食
べ
る
こ
と
」を
楽
し
み
ま
し
ょ

う
○�

食
べ
残
し
を
な
く
し
て
食
品
ロ
ス
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

○�

農
林
漁
業
･
食
品
工
場
･
市
場
な
ど
を
見
学
･
体
験
し
、

食
の
あ
り
が
た
み
を
実
感
し
ま
し
ょ
う

��

健
康
づ
く
り
課

　
︵
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毎
年
６
月
は｢

食
育
月
間｣

で
す
！

健康づくり課（ 581・2121内線211･212）77月の保健事業

日 3日､17日､31日
(各木曜日)

時間 10:00～11:00 

場所　
勤労福祉センター
(よりい会館)
３階スポーツ
レクリエーション室

日 14日､28日
(各月曜日)

時間 13:30～14:30

場所
男衾
コミュニティセンター
多目的ホール

運動しやすい服装、水分補給ができるもの、上履き
※全日､自主活動日となります｡
※熱中症特別警戒アラート､熱中症警戒アラートの発表があった場合

は中止となります｡

ふるさと健康体操 生活習慣病予防
軽運動教室

持
ち
物

こころの健康相談
日時 24日㈭10:00～11:00
場所 役場２階 健康づくり課

対象 こころの健康について悩みをお持ちの方、その家族
および関係者

要事前予約

　

町
で
は
定
期
的
に
、脳
血
管
疾
患
対
策
の
一
環
と
し
て「
健
康

チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
」を
設
け
て
い
ま
す
。定
期
的
な
健
康
チ
ェ
ッ

ク
を
習
慣
に
し
て
、ご
自
身
の
健
康
づ
く
り
に
お
役
立
て
く
だ
さ

い
。

▼�

日
時
／
6
月
26
日
㈭
午
前
10
時
～
正
午

　
︵
受
付
は
午
前
11
時
30
分
ま
で
︶

▼�

場
所
／
役
場
1
階
ロ
ビ
ー

▼�

対
象
／
20
歳
以
上
の
町
民
の
方

▼�

内
容
／
血
圧
測
定
、血
管
年
齢
測
定
、推
定
野
菜
摂
取
量
測
定
、

塩
分
チ
ェ
ッ
ク
、健
康
に
関
す
る
情
報
提
供
等

▼�

費
用
／
無
料

▼�

申
し
込
み
／
不
要

��

健
康
づ
く
り
課
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定
期
的
に
健
康
チ
ェッ
ク
！

物
価
高
騰
対
策

地
域
公
共
交
通
・
運
送
事
業
者
等
支
援
事
業

　
町
で
は
、物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
地
域
公
共
交
通
事
業
者
、運
送
事
業
者
に
対
し
支

援
金
を
交
付
し
ま
す
。申
請
に
当
た
っ
て
は
、必
ず
申
請
案
内
に
て
対
象
事
業
者
の
要
件
お
よ
び

申
請
方
法
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

地
域
公
共
交
通
運
行
継
続
支
援
金

▼�

対
象

〇�

町
内
に
営
業
所
を
置
く
タ
ク
シ
ー
事
業
者

︵
福
祉
輸
送
事
業
限
定
事
業
者
を
除
く
︶

〇�

町
内
に
定
期
運
行
路
線
を
有
す
る
路
線
バ

ス
事
業
者

▼�

支
援
金

タ
ク
シ
ー
事
業
者

基
本
額��

1
法
人
30
万
円︵
個
人
の
場
合

は
5
万
円
︶

加
算
額�

保
有
車
両
1
台
に
つ
き
2
万
円

路
線
バ
ス
事
業
者

基
本
額�

1
法
人
50
万
円

加
算
額��

町
内
を
定
期
運
行
す
る
1
路

線
に
つ
き
10
万
円

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
高
騰
対
策
運
送
事
業
者
等
支
援
金

▼�

対
象

〇�

町
内
に
営
業
所
を
置
く
一
般
貨
物
自
動
車

運
送
･
貨
物
軽
自
動
車
運
送
･
一
般
貸
切

旅
客
自
動
車
運
送
･
自
動
車
運
転
代
行
業

者︵
法
人
･
個
人
︶

▼�

支
援
金

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
･
一
般
貸
切
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者

1
台
当
た
り
5
万
円

貨
物
軽
自
動
車
運
送・自
動
車
運
転
代
行

業
者

1
台
当
た
り
2
万
5
千
円

共
通

▼�

申
請
期
間

6
月
16
日
㈪
～
8
月
29
日
㈮　

※�

郵
送
の
場
合
は
8
月
31
日
㈰
消
印
有
効

※�

予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受
付
終
了
と
な

り
ま
す
。

▼�

申
請
方
法

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を

取
得
し
、必
要
書
類
を
添
付
の
上
、申
請

先︵
各
課
︶へ
持
参
ま
た
は
郵
送
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

申
請
先
･
問
い
合
わ
せ

●
地
域
公
共
交
通
運
行
継
続
支
援
金
に
つ
い
て

ま
ち
づ
く
り
整
備
課

︵
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●�

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
高
騰
対
策
運
送
事
業
者

等
支
援
金
に
つ
い
て

産
業
振
興
企
業
誘
致
課

︵
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申請案内･
申請書類

報特年金についての情報をお届け！  金年

ねんきん加入者ダイヤル（ 0570･003･004)、
　 町民課（ 581･2121内線111･112)
※�問い合わせの際は、基礎年金番号が分かる書類をご用意くだ
さい。

｢国民年金保険料の免除･納付猶予について ｣｢国民年金保険料の免除･納付猶予について ｣

　審査対象者の前年所得が基準内の場合、申請により国民年金保険料の納付を免除等できます。納付が困難な方は、ねん
きん加入者ダイヤルにお問い合わせください。

マイナンバーカード等の本人確認書類、基礎年金番号が分
かる書類、失業の場合は雇用保険被保険者離職票(失業者
の所得を除外して審査します)等

○申請種類と審査対象者
免除(全額免除･一部免除)申請 本人、配偶者、世帯主

納付猶予申請 本人(50歳未満)と配偶者

○必要書類

令和7年度分(令和7年7月～令和8年6月) ７月から

令和6年度以前分(令和7年6月以前) 随時

○対象保険料と申請期間

マイナンバーカードを使用した「電子申請」または郵送の
場合はいつでも手続きが可能です。また、熊谷年金事務
所、町民課窓口でも受け付けできます。

○申請方法

①�承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入さ
れます。
②�承認期間は、障害･遺族基礎年金の受給資格期間に
算入されます。
③�将来受け取る老齢基礎年金額に一定額が反映されま
す。

※�一部免除は保険料を納付した場合に①②③の対象にな
ります。
※納付猶予の承認期間は③の対象外です。

○�学生の方は、本誌4月号の学生納付特例制度を
ご覧ください。

○免除または納付猶予が認められると

年金機構
ホームページ
｢免除申請｣

受
診
し
ま
し
ょ
う
！ 

健
康
長
寿
歯
科
健
診

　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、今
年
度
中
に
76
歳
ま
た

は
81
歳
を
迎
え
る
被
保
険
者
を
対
象
に
、健
康
長
寿
歯
科
健
診
を

実
施
し
ま
す
。お
口
の
健
康
は
、全
身
の
健
康
に
つ
な
が
り
ま
す
。

疾
病
予
防
や
健
康
増
進
の
た
め
、ぜ
ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

日
時
／
7
月
1
日
㈫
～
令
和
8
年
1
月
31
日
㈯

▼�

対
象
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
の
方

①
昭
和
19
年
4
月
2
日
～
昭
和
20
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

②
昭
和
24
年
4
月
2
日
～
昭
和
25
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

▼�

そ
の
他
／
申
し
込
み
手
続
き
等
の
詳
細
は
、県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
6
月
下
旬
に
届
く
受
診
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。健康

長
寿
歯
科
健
診
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
︵
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申請案内･
申請書類

行政インフォメーション　INFORM
ATION


